
平成３１年３月

　我が国においては、平成１２年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が

制定され、平成１４年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。文

部科学省は、学校教育における人権教育の推進のために、「人権教育の指導方法等に

関する調査研究会議」を設置し、平成２０年には「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて［第三次とりまとめ］」を公表しました。

　岡山県教育委員会においては、「第４次岡山県人権政策推進指針」等を踏まえ、平

成２９年２月に「第３次岡山県人権教育推進プラン」を策定し、人権教育を推進して

います。学校全体で人権教育を推進していく体制が整えられるなどの成果が見られる

一方、先生方からは、「人権教育では、どんな取組をすればよいのか分かりにくい」

「人権に配慮するとはどんな配慮なのか」といった声が聞かれます。

　このガイドブックは、人権教育のねらいや育てたい資質・能力、日々の教育活動の

中で配慮すべきこと、人権学習を進めるときの考え方などについてまとめたものです。

各学校において、この冊子を活用して、自他の人権擁護の実践力、行動力を持った児

童生徒の育成に取り組んでいただくとともに、児童生徒のみならず、保護者や地域の

方々、教職員の人権が尊重された学校、家庭、地域づくりに取り組まれますようお願

いします。



人 権 教 育 と は

　人権尊重の理念について、児童生徒にもわかりやすい言葉で表現するならば、［自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めること］となります。そして、このことを単に理解するにと

どめるのではなく、実践行動に結び付けることが、学校における人権教育の目標です。
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　人権教育の推進を図る上では、教育の場である学校が、人権が尊重され、安心して過ごせる

場とならなければなりません。的確な児童生徒理解の下、学校生活全体において人権が尊重さ

れるような環境づくりを進めていく必要があります。

　特に、児童生徒が、多くの時間を過ごすそれぞれの学級の中で、自他のよさを認め合える人

間関係を相互に形成していけるようにすることが重要であり、こうした視点から学級経営に努

めなければなりません。

人権教育の視点が学級経営目標の中に位置付けられている。

児童生徒の不安や悩みを受け止める体制ができている。

配慮や支援を要する児童生徒への支援について共通理解を図っている。

言語環境及び教室環境の適正化を図り、偏見や差別意識が生まれることのない

言葉づかいや掲示物等の指導をしている。

人権についての知的理解を深める指導や人権感覚を育成する指導に取り組んで

いる。

道徳の時間や学級活動、HRの時間で、人権に関する内容を計画的に指導している。

人権学習では、協力的・参加的な学習を取り入れる、体験活動や交流活動を多

様に組み入れるなど工夫している。

学習内容が定着していない児童生徒や支援を必要とする児童生徒に適切な支援

を行っている。

積極的生徒指導の視点に立って、相互に人権を尊重し、支え合う人間関係づく

りを支援している。

いじめ等の実態を的確に把握し、課題解決を図るための体制ができている。

一人一人の性格や抱える問題等を積極的に理解・把握するための取組を、日頃

から行っている。

自他のよさを理解し、将来への目標と希望を持って生きることができるように

指導・援助している。

※１　　人権に関する知的理解とは、発達段階に応じて個人の尊厳や人権尊重の意義、人の生命の大

切さ、人権の歴史や現状、関係法令等に関する知識、自他の人権を擁護し、人権侵害を防いだ

り解決したりするために必要な実践的知識等を理解することです。

※２　　人権感覚とは、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感

じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような価値志向的

な感覚です。

※３　　人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の場そのものの在

り方が極めて重要な意味を持ちます。人間関係や全体的な雰囲気等も含め、教育・学習の場に

人権を尊重する環境をつくることが大切です。
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　人権に関する知的理解については、各教科等をはじめ、あらゆる教育活動の場において、あ

らゆる機会を捉えて積極的に取り組むことが求められます。

　人権感覚を育成するためには、次のような力や技能などを総合的にバランス良く培うことが

求められます。

○　他の人の立場に立ってその人に必要なことやその人の考えや気持ちなどがわかるような想

像力、共感的に理解する力

○　考えや気持ちを適切かつ豊かに表現し、また、的確に理解することができるような、伝え

合い、わかり合うためのコミュニケーションの能力やそのための技能

○　自分の要求を一方的に主張するのではなく、建設的な手法により他の人との人間関係を調

整する能力及び自他の要求を共に満たせる解決方法を見出して、それを実現させる能力や

そのための技能

　　　　　　　で、人権に関わる題材を扱う場合、児童生徒が、自分自身に直接関わる

問題を提示し、合理的・分析的な思考を行い、人権に関わる知識の内容を知的及び共感

的に理解し、身に付けられるような幅広い内容構成を工夫します。

　　　　　　　　　　に、世界人権宣言や児童の権利に関する条約等の人権関連の条約

等を教材とする場合（一部のみも可能）、発達段階や児童生徒の実態に照らして、本文

の内容をテーマにした話し合い、必要な情報の探求等、知識の広がりと理解の深化を目

指す学習を進めます。また、自分や身近な人の権利や自由が侵害された場合に、どこに

相談すれば救済につながるのか等、実践的で具体的な事柄も、発達段階に応じて組み入

れます。

国語、社会、外国語等の学習内容と関連付けて、それぞれの授業時間の中に人権の実現

に関わる想像力、共感性、感受性、コミュニケーション技能などの育成を図る活動を可

能な限り取り入れます。

道徳、特別活動、総合的な学習の時間等あらゆる機会を捉え、できるだけ直接的な体験

を生かすことを通じ、上記①に掲げる諸技能を育成します。体験的な学習を進める上で、

ロールプレイング、シミュレーション、ディスカッション等の能動的手法を取り入れる

ことも有効です。

人 権 教 育 の 指 導 内 容
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　「人権一般の普遍的な視点」と「具体的な人権課題に即した個別的視点」の両者を相互に関

連させることで、人権尊重についての理解が深まります。どちらの視点から学習に入っても、

最終的に自他の人権を守る実践行動につながるように、指導内容を工夫することが大切です。

法の下の平等

個人の尊重

生命の尊重

　　　　　 等

○女性　　○子ども　　◯高齢者　　◯障害のある人

◯同和問題　　◯外国人　　◯ハンセン病問題

◯患者等（HIV感染症・エイズ、感染症・難病等）

◯犯罪被害者等　　◯刑を終えて出所した人等

◯性的少数者　　　◯アイヌの人々

◯日本に帰国した中国残留邦人とその家族

◯インターネットによる人権侵害

◯様々な人権をめぐる問題

　・プライバシーの保護　・被災者　・ホームレス問題

　・北朝鮮当局による拉致問題等

          　  「第３次岡山県人権教育推進プラン」より

就職差別の事例から、どのような問題点があるか考えさせる。

統一応募書類を通して同和問題等についての理解を深め、

就職差別解消の取組について理解させる。

職業選択の自由や働く権利の保障について理解させる。

法の下の平等の理念について理解させる。

人権尊重についての理解を深める。

普遍 的 な 視 点 個 別 的 な 視 点
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　人権に関する知的理解を深めるための指導を行う際には、児童生徒ができるだけ主体的に、他

の児童生徒とも協力し合うような方法で学習に取り組めるよう工夫することが求められます。

　人権感覚についても、自分の人権も他の人の人権も同じように大切にする、人権を擁護した

り、自分と違う考えや行動様式に対しても寛容であったり、それを尊重するといった価値・態

度や、コミュニケーション技能、批判的な思考技能などの技能は、子どもが自らの経験を通し

てはじめて学習できるものです。児童生徒が自分で「感じ、考え、行動する」ことが不可欠な

のです。

　こうしたことから、人権教育の指導方法の基本原理は、児童生徒の「協力」、「参加」、「体

験」を中核に置くことが重要です。

児童生徒が自分自身と学級集団の全員にとって有益となるような

結果を求めて、協力しつつ協働で進める学習

学習の課題の発見や学習の内容の選択等も含む領域に、児童生徒

が主体的に参加することを基本的要素とする学習

具体的な活動や体験を通して、問題を発見したり、その解決法を

探究したりするなど、生活上必要な習慣や技能を身に付ける学習

アイマスクや車いすなどの体験活動（シミュレーション）をする。

障害のある人への配慮について、ディスカッションする。

地域に暮らす障害のある方の話を聴いたり交流したりする。

体験したことを振り返り、意見や感想を交流する。

自分たちのくらしを振り返り、日頃の言動について見直す。

興味のある身近な人権問題について調べる。

ハンセン病について啓発資料やＤＶＤで学習する。

ハンセン病療養所を訪問して回復者の方と交流したりフィールドワークをしたりする。

体験したことを振り返り、意見や感想を交流したり他の人権問題と比較したりする。

自分たちのくらしに起こる問題を振り返り、その解決方法を考える。

人 権 教 育 の 指 導 方 法
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　人権教育の学習教材を活用するに当たっては、その学習の目的が明確にされてなければいけ

ません。その教材から、子どもたちにどのような知識や技能を身に付けさせたいのか、子ども

たちの中にどのような意識や態度を育みたいのかが、具体的に設定されていなければなりません。

　その上で、人権が尊重される社会づくりを自らの課題として捉え、自ら考えることができる

ようにするなどの教育効果を高めるため、身近な事柄を取り上げたり、児童生徒の興味・関心

を生かしたりするといった教材の内容面での創意工夫が必要です。また、児童生徒の日常を越

えた、社会全体や地球全体に関わる問題を取り上げることによって、身近な問題についての認

識が深まり、人権問題と自らとのつながりが見えてくることも考えられます。

　なお、身近な事例を取り上げる場合など、教材の内容によっては、プライバシーの保護等に

も十分配慮することが大切です。

　地域におけるフィールドワークなどとの関連を図りながら、地域の歴史や産業などを取り上げた

教材を活用します。市町村では、関連する資料等が図書館などに保管されていることもあります。

　福祉施設等において人権課題と直接関わって働く人、また、高齢者や障害のある人などの講話

は、児童生徒に自分の生き方を振り返らせ、人権課題と真摯に向かい合わせる契機となります。な

お、直接ふれあい学ぶ場合には、人権上の配慮に基づいた十分な事前指導を行う必要があります。

渋染一揆資料館見学

関連跡地、旧跡めぐり

地域の高齢者を招いての交流会

地域の高齢者福祉施設訪問・交流

障害のある人の講演・交流

障害のある人の福祉施設訪問

特別支援学校等との交流体験

地域の外国人を招いての交流会

留学生等との交流体験

ＡＬＴとの交流体験

人権学習ワークシート集㊦Ｐ９（小）

長島愛生園・邑久光明園での

フィールドワークや資料館見学

入所者講演や学芸員の説明等

人権学習ワークシート集㊤Ｐ21（小）同Ｐ47（中）

ＤＶＤ「未来への絆」

啓発冊子（岡山県健康推進課作成）　　等

輝きＰ29（小学生）

ワークショップ㊦Ｐ53（小）Ｐ57（中）

人権学習ワークシート集㊦Ｐ26（小）同Ｐ94（高）

輝きＰ55（中）

ワークショップ㊤Ｐ83（小）Ｐ91（中）Ｐ96（高）

人権学習ワークシート集㊤Ｐ81（高）

人権学習ワークシート集㊦Ｐ21（小）Ｐ86（高）

ワークショップ㊦　Ｐ71（中）Ｐ77（高）

人権学習ワークシート集㊤Ｐ25（小）Ｐ55（中）Ｐ92（高）

効 果 的 な 教 材 の 活 用
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　自殺、いじめ、暴力行為などの問題と関連する場合も含め、生命の大切さについての指導を行う

に当たっては、できるだけ共に生きる喜びや大切さに気付けるような教材の活用が望まれます。

　人権劇や映画、ビデオなど、学校がねらいとしている課題を取り上げたものが活用できます。児

童生徒が自ら演じる「人権劇」などは、当事者としての意識を高めるだけでなく、観劇する児童生

徒達にとっては、効果的な教材となる可能性を持っています。

　県生涯学習センターでは、人権啓発ＤＶＤを借りることができます。また、公益財団法人人権教

育啓発推進センターの「人権チャンネル」では、人権課題ごとにＹｏｕＴｕｂｅ動画を視聴するこ

とができます。

㊤

㊤

10〜84

27 41

53 74

60

18
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一人一人に不公平感を感じさせないように、子どもによって異なる名前の呼び方をし

ないようにしているか。（「○○さん」、「○○ちゃん」、「○○！」等）

座席やグループを決める際には、子どもの個々の事情（視力・聴力等の身体的な事情、

友人関係等）に配慮しているか。

教師の意図や期待と異なる子どもの答え、考えに対して発言を制限したり切り捨てた

りしていないか。

特定の子どもへの改善点の指摘は、教師が自らの責任で行っているか。（「今の発言

が聞こえましたか？」「今の○○さんの発言は正しいですか？」などの指摘を他の子

どもに求めていないか。）

子どもの自信を失わせるような、また人格を否定するような叱り方をしていないか。

子どもを先入観や偏見で評価していないか。（「失敗や問題行動を繰り返すから」「ひ

とり親家庭だから」「○○学校出身だから」「○○部の生徒だから」等）

子ども同士の冷やかし、嫌がらせ、仲間外し等の言動を見逃さないようにしているか。

チョークの色は白と黄色を基本にし、色チョークは強調や区別等、特定の目的のため

に使うなど配慮しながら使用しているか。（黒板に色チョークで書かれた文字〈特に

赤チョーク〉が読み取りにくい子どもがいる場合がある。）

言動が女性的な男子児童生徒（男性的な女子児童生徒）に対して、性自認や性的指向、

性別表現等についてからかうような発言をしていないか。

歴史上の人物や有名人等をネタにして、性自認や性的指向、性別表現等をからかうよ

うな発言をしていないか。

異性間の性愛を「普通」と捉え、同性間の性愛をないものとして扱っていないか。

「男なら･･･」「女なら･･･」など、男女のあり方を決めつけるような発言や役割分担

をしていないか。

板書事項や掲示物等に子どもの人権を侵害しているようなものがないか確認できてい

るか。（落書き、学力や体力の優劣を比較するもの、子どもの作品（未完成、誤字脱

字、汚損・破損等））

個人情報（名簿、連絡網、写真、成績、家庭に関する情報等）の取扱いには十分配慮

しているか。（私物の電子記憶媒体への複製防止、文書等の机上への放置防止、配付

や回収の際の封筒利用等の配慮等）

体罰や不適切な行為を未然に防止するために、日常の指導の在り方について教職員相

互に点検を行っているか。

人権教育の成立基盤としての教育・学習環境をつくるためのチェックシート
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　学習教材や学年学級通信等を作成する際には、読み手には多様な人がいることを想像

するだけでなく、読み手を傷つけたり、偏見や差別意識を持たせたりすることのないよ

うに、人権に配慮することが必要です。

（平成２２年３月　岡山県教育庁人権教育課）

（平成２５年３月　岡山県教育庁人権教育課）
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平成１５年３月 平成１６年３月 平成１７年３月 平成２０年２月

平成２１年２月 平成２２年３月 平成２４年３月 平成２６年３月

平成３０年３月平成２０年３月
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